
後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい

制度とするために始まつた、75歳 以上の人などが対象の独立した医療保険制度で抗

現役世代が高齢者世代を支えるとともに、高齢者世代も保険料と医療費の一部を負担す

ることで次代に皆保険制度を引き継いでいく支え合いのしくみで抗



Ｂ
，

75歳 以上の人 B韻
【75歳 の誕生日から】

広慨運含の認定を受けた人
【広団連含の認定を受けた日から】

※一定の障がいがある人とは、国民年金の障害年金1・2級

を受給してしヽる人、身体障害者手帳 (1～3級 と4級 の一

部)をお持ちの人などです。該当する人は、75歳 になるま

で任意で加入・脱退を申請できます。ただし、遡つての申

請はできません。
※生活保護を受けている人などは対象になりません。

加入の届出は必要ありません。それまで加入していた医療保険
(市町村の国民健康保険や職場の健康保険なつ の資格を喪失
し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。被保険者証は

誕生日前に送付されますの〔 誕生日からか使いください。

保険医療機関の窓口で|よ、かかつた医療費の1害」(現役並み所得者|よ3害」)を自己負担していただきます。

■所得区分について

【平成30年7月まで】                  【 平成30年8月から】

所得区分 世帯の所得状況など

的唯
同一世帯に住民税課税所得が145万 円以
上の後期高齢者医療制度の被保険者がい
る人 ※1

一  般 現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人※2

低所得者I
同一世帯の全員が住民税非課税の人
(低所得者Iに該当する人を除く)

低所得者I 住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入
80万 円以下かつ、その他の所得がない人

【平成30年 8月から】

所得区分 世帯の所得状況など

現役並み
所得者皿

同一世需に住民税課税所得が690万 円以上の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる人

現役並み
所得者I

同一世帯に住民税課税所得が380万 円以上の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 ※1

的巾
同一世帯に住民税課税所得が145万 円以上の
後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 ※1

一  般 左表と同じです

低所得者I 左表と同じです

低所得者I 左表と同じです

75歳 になるときに

,口入の届出が

財要ですか?

※ 1 ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記の①～③のいすれかに該当する場合は、申請により「一般」の区分と
同様に]書」負担となります。

①後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人で、収入額が383万 円未満の人

②後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に2人以上で、収入合計額が520万 円未満の人

③後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人で、収入額が383万 円以上であって、世帯に70歳 から74歳の人がいる

場合、その人との収入合計額が520万 円未満の人
住民税課税所得が145万 円以上でも、世帯に昭和20年 1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、被保険者全員の基
礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の人は「一般」の区分となりま帆 (申請不要)

所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とするべき金額および総収入金額に算入するべき金額の合計
額です。確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります。

所得金額の合計額から各種所得控除金額を控除した金額をしヽしヽます。なお、自己負
県晃長射ず蟄ズ詔あ父掛厭留騒甜 ト度の前年12月31日現在におしヽて世帯主であって、同一世常に合計所得38万 円以下

その人数に一定額 (16歳未満は30万円、16歳以上19歳未満は12万円)を乗じた額を被保険者の所得から控除します。

※ 2
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被保険者=人 T人 に納めてしヽただきます。

保険料は、次の方法により個人ことに決まります。保険料を決める基準 (均等害」額、所得書」率)に

つしヽては、2年 ことに見直しを行しヽ、お住まいの市町村を問わす、群馬県内で均一となります。

保険料|よ、被保険者が等しく負担する「均等害」額 (応益分)」と被保険者の所得
に応じて決まる「所得書」額 (応能分)」の合計となり、個人単位で計算されます。

平成30。31年度の2年間は、均等害」額43,600円 と所得割率8口60%で 計算し

ます。また、1人あたりの年間保険料の上限額は62万円です。

※平成30。 31年 度の均等害」額、所得書」率は、平成28・29年 度と変わら技 据え置くことになりました。

所得割額
(総所得金額等-33万円)X8口60%

● 均等割額の軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、下表に該当する場合は、同一世帯の

被保険者全員が軽減後均等害」額となります。

065歳以上の年金収入の場合は「年金収入一公的年金等控除額一高齢者特別控除額(15万円)」が軽減の判定をするための所得になります。

065歳 以上で年金収入が330万円未満の場合の公的年金等控除額は120万円です。

● 職場の健康保険などの級鉄養者であつた人の軽減

後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であつた人の保険料は

均等書」額が5害」軽減され、所得割額は課されません。ただし、平成31年 度以降の均等書」額の軽減に

ついては、制度加入時から2年 間に限り適用となります。

※市町村の国民健康保険や、国民健康保険組合に加入してしヽた人|よ、該当しません。

※均等害」額の軽減にも該当する場合|よ、軽減害」合の大きしヽ方が適用されます。

軽減割合 軽減後均等割額 世帯 (被保険者と世帯主)の 総所得金額等の合計額による区分

9割 軽減 4,360円
「基礎控除額 (33万円)以下の世帯で、被保険者全員の各種所得が0円」
の世帯 (ただし、公的年金等控除額|よ80万 円として計算する)

8.5割 軽減 6,540円 「基礎控除額 (33万 円)」以下の世帯

5割軽減 21,800円 「基礎控除額(33万円)+27万 5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯

2害」軽減 34,880円 「基礎控除額 (33万 円)+50万 円×世帯の被保険者数」以下の世帯

●収入 (所得)に変動があつた場合

例)不動産や株式を売却したとき等

●世帯状況に変更があつた場合

例)世帯主変更・世帯合併。世帯分離・転出入 等
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後期高齢者医療制度では、被保険者証が1人に1枚交付されます。被保険者証には自己負担害」合 (1害」

または3書」)な どが記載されていますので、お医者さんにかかるときには被保険者証を忘れすに提示し

てください。自己負担害」合は、かかつた医療費の1書」、現役並み所得者は3割 です。(Pl参照)

]食あたり、下記表①の「現役並み所得者、一般」の金額が標準負担額となり
ます。ただし、「低所得者工」「低所得者I」の人は市町村後期高齢者医療担当
窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険医療機関
に提示すると、表①の「低所得者工」「低所得者I」の標準負担額となります。

■入院時食事代の標準負担額(表①)

所得区分 (Pl参照) 標準負担額
(1食あたり)

現役並み所得者、一般
460円

一部260円 の
場合あり

低所得者
工

過去12か月の入院日数が
90日 以内

210円

過去12か月の入院日数が
91日以上

160円 ※

低所得者I 100円

※低所得者Iの適用を受けてからの入院日数が90日 を
超えた後、改めて市町村後期高齢者医療担当窓ロヘ

「長期入院該当」の申請が必要となります。

■食費・居住責の標準負担額

所得区分 (Pl参照)
1食あたりの

食費

1日あたりの

居住費

現役並み所得者、一般
460円

一部の保険医療機関
では420円

370円
低所得者工 210円

低所得者I 130円

1老齢福祉年金受結者 100円 0円

入院医療の必要性が高い人の1食あたりの食費は表①と同じ

標準負担額となります。
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現在、休日や夜間に軽症の患者さんの救急医療への

受診が増え、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支

障をきたしていま孔

必要な人が安心して医療が受けられるように、保険

医療機関の受診や薬局での薬の調剤の際には、以下の

ことに注意しましょう。

JL休 日や夜間に、救急保険医療機関竺室訟 と,        理 空実斡

することは控えましょう。重複する検査

や投薬により、かえつて体に悪影響を与

もう一度考えてみましょう。 えてしまう心配力`ありま抗

かかりつけ医を持ち、気になることがあつたら、 お 蕃々l逝蛭 里 理 型 卿 興こ
まずは相談しましょう。 相談しましょう。

とする際には、平日の時間内に

受診することができないか、



]か月(同じ月内)に支払つた医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超え

た額が「高額療養費」として支給されます。一保険医療機関での支払しヽは、外来も入院もそれぞれの限度

額までです。ただし、現役並み所得者工・Iの人|よ「限度額適用認定証」、低所得者工・Iの人は「限度額適用・

標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市町村後期高齢者医療担当窓回へ申請してくださしヽ。

■自己負担限度額 (月額)

【平成30年7月まで】

【平蔵30年8月から】

※18月 1日から翌年7月31日までの1年間の外来 (個人)の自己負担額の年間上限額になりま軌

※2過 去12か月の間に、外来十入院 (世帝)の高額療養費の支給を4回 以上受けてしヽる場合|よ、4回 目から多数回

該当となり、限度額が下がります。

●月の途中(1日を除く日)に75歳の誕生回を迎え後期高齢者医療制度に加入した人は、その月に限り「カロ入日前
の医療保険」と「カロ入する後期高齢者医療制度」のそれぞれの自己負担限度額が2分の1になります。

■高額療養費の計算のしかた

①個人ことに外来の自己負担額を計算
複数の保険医療機関で外来(個人)の限度額を超えた場合、申請により後から支給されます。

②世帯の外来・入院の自己負担額を合算

世帯に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数しヽる場合|よ合算し、外来十入院(世帯)の限度額を超えた場

合、申請により後から支給されます。

所得区分(Pl拳照) 外来(個人) 外来十入院(世帝)

現役並み所得者 57600円
80,100円十(医療費-26Z000円 )Xl%

〈多数回44,400円※2)

一 般
14,000円

(年間上限144,000円 ※1)

57600円

(多数回 44,400円 ※2)

低所得者E
8,000円

24,600円

低所得者I 15,000円

所得区分(Pl参照) 外来(個人) 外采+入 院(世帯)

現役並み所得者皿 252,600円 +(医 療受-842,000円 )Xl%〈 多数回 140,100円 ※2)

現役並み所得者H 16Z400円 +(医 療費-558,000円 )Xl%〈 多数回 93,000円 ※2)

現役並み所得者I 80,100円 +(医療■-267000円 )Xl%〈 多数回44,400円 ※2)

一 般
18,000円

(年間上限144,000円 ※1)

57600円
〈多数回44,400円※2)

低所得者■
8,000円

24,600円

低所得者I 15,000円
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医療費が高額になつた世帯に介護保険の

受給者がいる場合、世帯で1年間に支払つた

医療費と介護サービスの利用料の合計が、

世帯の自己負担限度額 (下表)を超えるとき

は、超えた額が 「高額介護合算療養費」とし

て支給されます。

■自己負担限度額 作額/8月 1日～翌年7月31日)

【平成30年 7月まで】

所 得 区 分
(Pl参照)

後期高齢者医療制度
+介 護保険

現役並み所得者 6フ万円

一般 56万 円

低所48者工 31万 円

低所f8者I 19万 円※

※低所得者Iで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

【平成30年8月から】

後期高齢者医療制度
+介 護保険

現役並み所得者皿 212万 円

現役並み所得者工 141万 円

現役並み所得者I 6フ万円

一般 56万 円

低所得者工 31万 円

低所得者I 19万 円※

交通事故などにあつて、けがなどをした場合

も、届出により後期高齢者医療制度で治療を受

けることができます。必すお住まいの市町村後

期高齢者医療担当窓田へ届出をしてください。

交通事故などの医療費は、原則として加害者

が過失に応じて負担すべきものです。届出をし

ていただくことで、後期高齢者医療広域連合が
一時的に医療費を立て替え、あとで加害者へそ

の費用を請求することになります。

届出書類は市町村後期高齢者医療担当窓口にあります。保険証、印かん、交通事

故証明 (警察に届出をして発行してもらつてください。)を持つて、お住まいの市町村

後期高齢者医療担当窓口で 「第三者行為傷病届」の手続きをしてください。
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「

次のような場合|よ、しヽつたん全額自己負担してしヽただきますが、申請して認められた場合は、自己負

担分を除しヽた額が医療費として支給されます。

●やむを得なしヽ理由で、被保険者証を持たすに受診したとき

●医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代がかかつたとき

0海 外渡航中に治療を受けたとき (治療目的の渡航は除く)

●負傷や疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示によリー時的、緊急的な必要があつて移送さ

れたとき (広域連合が認めた場合)

被保険者が亡くなつたとき、その葬儀を行つた人に、葬祭費 (5万 円)が 支給されます。

医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫など(肉離れを含む。)と診断・判断され施術を受けた

場合棋 骨や筋肉、関節のけがや痛みで負傷原因力Wよつきりしている場合は、保険の対象になりま抗

■疲労性や慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労に対する施術は、保険の対象になりません。
また、医療機関 (病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合も保険の対象になりません。

長期間施術を受けても症状の改善がみられない場合は、内科的要因 (病気による痛劾 も考えられま抗
一度医師の診察を受けましょう。

筋麻癖や関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例について施術を

受けた場合は、保険の対象になりま抗 (医師の発行した同意書が必要ですと)

単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなどは

保険の対象になりません。

慢性病であつて医師による適当な治療手段のないもの (主に神経痛、リウマス

頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症など)について施術を受けた場合
は、保険の対象になりま抗 (医師の発行した同意書が必要です3)

医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合、はり・きゅうは保険の対象になりません。

後期高齢者医療広域連合では、整骨院・治療院等から届いた請求内容 (施術部位や負傷原因、施

術日数など)に誤りがないか、施術を受けた人宛てに照会文書を送付して、施術内容の確認を行つて

いま抗 皆様のご協力をお願いいたしま抗
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保険料の納め方は、受給している年金から引かれる 「特別徴収」と、回座振替や納付書などで納めて

しヽただく 「普通徴収」の2通 りとなります。
※年度の途中で納め方が変更になる場合がありますので、納め忘れにこ注意ください。

災書などで重大な被書を受けたときや、その他特別な事

情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な

人については、保険料が減免される場合がありま抗

.ギ |ぽ
申 車 中 中 車 毒 車 申 車 車 や 章 車 中 韓 申 車 車 車

保険料を ,

滞納すると

どうなりますか?

特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、有効期限の

短い被保険者証 (短期被保険者証)が交付されることが

ありま抗

●介護保険料が年金から引かれていなしヽとき

0介 護保険料が年金から引かれてしヽるが、後期高齢者医療保険料と

介護保険料の合算額が年金の金額の2分 の1を超えるとき

●市町村におしヽて口座振替で納付する申請をしたとき

0新 たに後期高齢者医療制度に加入したとき (特別徴収が始まるまで)

後期間齢者健康診査を
受診する際に費用は

かかりますか?

後期高齢者健康診査を受該際 じF】

被保険者は、後期高齢者健康診査 (健診)を受診

することができます。この健診は、糖尿病などの生

活習慣病の早期発見を目的として行われま曳 広域

連合が市町村に委託して実施しています。詳しくは、

市町村の健診担当にお問い合わせください。
t _

最初につくられた薬 (先発医薬品:新薬)の特許期間が
過ぎてから同様の有効成分で製造販売される薬です。

●先発医薬品より安価で、経済的です

患者さんの負担軽減、医療保険財政の改善につながります。
●効き目や安全性は、先発医薬品と同等です
ジェネリック医薬品を希望される場合は、希望カードを提示するなどして、保険医療機関や薬鼠に相談しましょう。
※薬の形、色が先発医薬品と異なる場合や、ジェネリック医薬品がない薬品もあります。

―
■
無料較診することがで桑抗

・
へ磐

ジ王把励 医薬品を利用慨支盛 A

※制度の見直しにより内容が変更になる場合がありま曳 H30日4口1発行


